
主査参事官
あ′
ノ〃

第
一
条
～
第
三
条

’
第
四
条
検
察
庁
法

め次
の
一

め
（
検
察
庁
法
の
一
部
改
正
）

第
九
条
第
一
項
中
「
検
事
を
以
て

、

第
十
条
第
一
項
中
「
検
事
を
以
て

、

第
二
十
条
中
「
外
、
左
の
各
号
の
一
」

事
又
は
検
事
長
に
任
命
す
る

第
一

一
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」
を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

前 同
条
第
二
項
中
「
且
つ
」

項
を
加
え
る
。

項
の
規
定
に
よ
り
検
察
官
に
任
命
す
る

十
二
条
中
「
検
事
総
長
」
を
「
検
察
官
」

（
略
）

（
昭
和
一
一

十
二
年
法
律
第
六
十

を
「
か
つ
」
に
改
め
る
。

｝
）

と
が
で
き
な

一
」

一
」

れ
に
」
を
「
検
事
（
年
齢
が
六

れ
に
」を

「
ほ
か
、

を
「
検
事
（
年
齢
が
六

一
」い

0

と
が
で
き
な
い
者
の
ほ
か
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
者
は

に
改
め

一
口
方
）

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」

、

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

「
、

そ
の
他
の
検
察
官
は
年
齢
が
六

十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く

十
三
年
に
達
し
た
者
を
除
く

に
改
め
、

0

「
一
」

れ
を
」
を
削
り

十
三
年
に
達
し
た
時
に
」

○
）

Ｏ
）

柵
参
事
官

を
も
っ
て
」
に
改

を
も
っ
て
」
に
改

池
田
事
務
官

、、

次
長
検

同
条
に

1. S.20- l -



を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

条
」
を
「
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
並
び
に
附
則
第
三
条
及
び
第
四
条
」

十
七
条
か
ら
第
四
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

第
三
条
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に

「
基
い
て
」
を
「
基
づ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
条
を
削
る
。

第
三
十
一
条
中
「
互
に
」
を
「
互
い
に
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
第
三
士
一
条
を
第
二
一
十
条
と
す
る
。

に
任
命
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
二
十
二
条
の
二
中
「
こ
の
法
律
」
を
削
り
、
「
乃
至
第
二
十
条
」
を
「
か
ら
第
二
十
条
ま
で
」
に
、
「
乃
至
第
二
十
五

第
三
十
三
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
を
削
り
、
第
三
十
六
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
第
三

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

つ
い
て
は
、
同
項
中
「
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
検
事
総
長
は
、
年
齢
が
六
十
五
年
に
達
し
た

次
長
検
事
及
び
検
事
長
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
と
き
は
、
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
に
、
検
事

に
、I

「
附
則
第
十
三
条
」
を
「
附
則
第
四
条
」
に
、

－2－



第
四
条
法
務
大
臣
は
、
当
分
の
間
、
検
察
官
（
検
事
総
長
を
除
く
。
）
が
年
齢
六
十
三
年
に
達
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の

時
に
、

前
年
度

等
の
一

当
該
準
則
で
定
め
る
期
間
）

及
び
意
思

講
じ
ら

の
規
定
に
よ
る
当
該
検
察
官
が
年
齢
六
士
一

例
措
置
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法

と
な
く
退
職
し
た
場
合
に

十
三
年
に
達
す
る
副
以
後
に
適
用
さ
れ
る
任
用
、

た
も
の
と
仮
定
し
た
場
合
に

の
規
定

そ
の
他
の
検
察
官
は
、
年
齢
が
六
十
四
年
」
と
す
る
。

部
を
改
正
す
る
法
律

れ
る
検
察
官
の
俸
給
等

に
よ
る
年
齢
六
十
三
年

（
当
該
前
年
度
に
検
察
官
で
な
か
っ
た
者
そ
の
他
の
当
該
前
年
度
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
情
報
の
提
供

の
確
認
を
行
ゞ
う
こ
と
が
で
き
な

お
け
る
退
職
手
当
の
基
本
額
を
当
該
検
察
官
が

に
お
い
て
、
当
該
検
察
官
に
対
し
、
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
に
従
っ
て
、
国
家
公
務
員
法

お
け
る
額
と
同
額
と
す
る
退
職
手
当

（
〈
祠に

達
し
た
日
の
翌
日
以
後
の
当
該
検
察
官
の
俸
給

に
関
す
る
法
律

和
元
年
法
律
第

ヘ
刀
口

／
、
Ｈ
卿 い

検
察
官
と
し
て
法
務
大
臣
が
定
め
る
準
則
で
定
め
る
検
察
官
に
あ
っ
て
は
、

一
年
に
達
し
た
日
か
ら
定
年
に
達

矛 I ］
一

十
（
昭給

与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を

矛扣八
年
法
律
第
百
八

十
口

~万一
、一

一
年
法
律
第
七
十
六

に
よ
る
定
年
の
引
上
げ
に

に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の

十
二
号
）

当

該
退
職
を
し
た
日
に

す
る
日
の

ロ

ー弓一
、一

付 月
額
を

ド
則
第
十
九
項
か
ら
第
一

付前
日
ま
で
の
間
に
非
違
に
よ
る
こ

I
伴
う
当
分
の
間
の
措
置
と
し
て

引
き
下
げ
る
給
与
に I

則
第
五
条
及
び
第
六

他
の
当
該
検
察
官

定
年

に
よ
り
退
職
を
し

一
十
二
項
ま
で

｡

条
第
一
項

関
す
る
特

が
年
齢
六 ノ

81
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第
五
条
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

な
る
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
二
条
と
し
、
第
九
条
を
附
則
第
三
条
と
し
、
第
十
条
を
附
則
第
四
条
と
す
る
。

第
五
条
検
事
及
び
副
検
事
の
俸
給
月
額
は
、
当
分
の
間
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年
に
達
し
た
日
の
翌
日
（
次
項
に
お

２
検
察
庁
法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
検
事
に
任
命
さ
れ
た
者

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
五
条
を
附
則
第
一
条
と
し
、
第
六
条
及
び
第
七
条
を
削
る
。

第
八
条
中

附
則
に
次
の
二
条
を
加
え
る

く

未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る

者
を
除
く
。
）

く

の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円

い
て
「
特
定
日
」
と
い
う
。
）
以
後
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
者
が
受
け
る
号
に
応
じ
た
俸
給
月
額
に
百
分

「
国
家
公
務
員
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
」
を
加
え
、

に

は
、

当
分
の
間
、
特
定
日
以
後
、
そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
者
の
年
齢
が
六
十
三
年

○

（
〉
，
鯵
繊
碗
瞬
卜
糸
”
Ｖ
ｎ
ｌ
閏
爾
琳
珊
咋

。
）
と
す
る
。

１

（
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
準
則
で
定
め
る

「
如
何
な
る
」
を
「
い
か

〈
噸
繩
い
い
１

い

‘
、，
、

1． ノ（
ノ

1f
f

／
fJ
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〆／

第
六
条

31211
灯
鴫
”

坐
や
十
項
中
「
伴
う
降
給
」
と
あ
る
の
は
「
伴
う
降
給
及
び
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七

俸
給
等

条
第
一

ら
れ
る
者
に
は

法
の
特
例
を
定
め
た
も
の
と
す
る
。 く

《

を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
円
以
上
百
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
百
円
に
切
り
上
げ
る
も

十
六
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
降
給
」
と
す
る
。

に
準
じ
て
算
出
し
た
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

に
達
し
た
日
に
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
俸
給
月
額
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
額
（
当
該
額
に
、
五
十
円
未
満
の
端
数

の
と
す
る
。
）
と
特
定
日
脂

～
Ⅷ
！
；
ｌ
臘
＃
；
＃
澱

と
特
定
日
に

前
項
の
準

前
項
の
規
定
は
、
国
家
公
務
員
法
附

I

i項
の
規
定
の
適
用
に

、

目に
関
す
る
法
律

条
第 則

で
定
め
る
者
で
あ
つ

、

そ
の
者
の
受
け
る
俸
給
月
額
と
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
俸
給
と
し
て
支
給
す
る
。

当
分
の
間
、

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
検
察
官
に

（
昭
和
二
十
一

一つ

そ
の

い
て
は
、
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
中
‐
「
前
三
条
」
と
あ
る
の
は

者
の
受
け
る
俸
給
月
額
の
ほ
か、４

て一
一
年
法
律
第
七
十
六

則
第
四
条
の
規
定

、

同
項
〈
の
規
定

に
よ
る
俸
給
を
支
給
相

号
）
附

対
す
る
検
察
庁
法
第
二
十
五
条
及

に
よ
り
、

則
第
五
条
第
一

、

検
察
官
の
職
務
と
責

國
畷
準
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

さ
れ
る
者
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め

項
」
と
、
と
胸
家
朏
竿
務
串
錐
崖
孝
小
舟
珊
変
不
加

任
の
特
殊
性
に

び
国
家
公
務
員
法
第

司

、ノー

別
三
条
又
は
検
察
官
の

よ
り

基
づづ

、

い
て
、

同
項
の
規
定

八
十
九同

し

－5－



第
六
条
～
第
九
条
（
略
）

第
一
条
（
略
）

第
二
条
（
略
）

ハ
ム
ｒ
、
Ｊ
刈
宝

５
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
検
察
庁
法

6

､~1れ
ぞ
れ
の
権
限
に
応
じ
、
法
務
大
臣
の
行
う
準
備
に
関
し
必
要
な
連
絡
、
調
整
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

臣
は
、
長
期
的
な
人
事
管
理
の
計
画
的
推
進
そ
の
他
必
要
な
準
備
を
行
う
も
の
と
し
、
人
事
院
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
そ

す
る
検
察
官

に
関
す
る
特
例
措
置
及

（
実
施
の
た
め
の
準
備
等
）

法
務
大
臣
は
、

の
規
定
に
よ
る
検
察
官
の
任

附
へ

略
…

則

（
検
事
総
長
を
除
く
。

施
行 才

I

び
退
職
手
当

日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
施

用
、

分
限
そ
の
他
の
人
事
行
政
に
関
す
る
制
度
の

、一

に
関
す
る
特
例
措
置
そ
の
他
の
当
該
検
察
官

I差」

対
し
、
新
検
察
庁
法
附

（
次
項
及
び
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
Ｉ
「
新
検
察
庁
法
」
と
い
う
。

行
日
か
ら
令
和則

第
四
条
の

四
年
三
月
三規

定
の
例
に

円
滑
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、
法
務
大

十
一

が
年
齢
六
十
三
年
に

日
ま
で
の
問
に

」
よ
ｈ
／
、

同
条達

す
る
日
以
後
に

年
齢
一に

規
定
す
る
給

ハ
十
三
年
に
達適 与

－6－



第
三
条
～
第
十
四
条
（
略
）

第
十
五
条
政
府
は
、
国
家
公
務
員
の
年
齢
別
構
成
及
び
人
事
管
理
の
状
況
、
民
間
に
お
け
る
高
年
齢
者
の
雇
用
の
状
況
そ
の

７
～
９

２
政
府
は
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
、

用
さ
れ
る
任
用
、
給
与
及
び
退
職
手
当
に
閨
す
る
措
置
の
内
容
そ
の
他
の
必
要
な
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
と
と
も
に

、
同
日
の
翌
日
以
後
に
お
け
る
勤
務
の
意
思
を
確
認
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
検
討
）

‐

他
の
事
情
並
び
に
人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
に
鑑
み
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
国
家
公
務
員
法
（
附
則
第

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
裁

任
用
短
時
間
勤
務
隊
員
に
関
連
す
る
制
度
又
は
新
検
察
庁
法
に
規
定
す
る
年
齢
が
一

く

連
す
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

に
規
定
す
る
管
理
監
督
職
勤
務
上
限
年

十
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条
の
規
定
に
ょ

へ

略
一

判
所
職
員
臨
時
措
置
法
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
君
ｕ
ｄ
刊
刷
新
自
衛
隊
法

齢
に
よ
る
降
任
等
若
し
く
は
定

国
家
公
務
員
の
給
与
水
準
が
旧
国
家
公
務
員
法
第
八
十

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
若
し
く
は
定
年
前
再

ハ
十
三
年
に
達
し
た
検
察
官
の
任
用
に
関

一
条
の
二
第
二
項
（
附
則
第

_ワ－
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第
十
六
条
～
第
十
八
条

第
十
九
条
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

る
改
正
前
の

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

の
と
な
る
よ

項
L一一

一

（
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

第
十
六
条
の
表
第
八
条
第
十
二
項
の
項
を
削
り
、

第
十
七
条
の
表
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
、

項
第

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」

に
改
め
る
。

一
号
の
項
中

検
察
庁
法
第
二
十
二
条
又
は
旧
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条

ｰ

つ
、

国
家
公
務
員
の
給
与
制
度
に
つ
い
て

「
、

へ

略
一

第
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
」

ロ
貝
」

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

を に
改
め
、

弓

第
六
条
第
二
項
た
だ
し

で
定
め
る
」

同
表
第
十
二
条
第
二
項
第

同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
る
。

、

を

人
事
院
に
お
け
る
検
討
の
状
況
を
踏
ま
え
、

「
及
び
第
二
項
た
だ
し

｝
」
、

Ｉ

「
第
八
十
一
条
の
五
第
三
項
」
を

の
二
第
二

聿
弓

に
改
め
る
。

第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
及
び
第
十
七
条
第

項二
号
の

聿
巨

に
規
定
す
る
定
年

項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

一
」
、

Ｉ

「
及
び
」

の
一
別

「
第
六

所
要
の
措
置
を
講
ず

を
「
並
び
に
」

後
で
連
続
的
な
も

十
条

の
二
第
三

一
」
、

！

－8－



第
四
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で

貝
L一一

同
表
第
二
十
二
条
第
一
項
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

短
時
間
勤
務
職

十
三
条
の
項
中
「
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
」

項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
を
占
め
る
も
の
」
を
「
第
六
十
条
の
一
一
第

項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

、

四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

第
二
十
四
条
の
表
第
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
項
中
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職

第
二
十
五
条
の
表
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
並
び
に
第

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
の
定
め
る
」

第
二
十
七
条
第
一
項
の
表
第
二
十
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
六
十
条
の
二
第
三
項
」
に

「
第
四
十
四
条
の
五
第
三
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
三
項
」
に
改
め

に
改
め
、

同
表
第
十
六
条
第
三
項
の
項
を
削
り

員
L－－

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

、

第
十
条
の
四
」を

弓

｝
」
、
Ｉで

定
め
る
」

、

に
改
め
る

弓

再
任
用
職

同
表
第
十
九
条
の
八
第
三
項
の
項
中

一
」
、

Ｉ
0

に
改
め
る
。

員
L－－「

第
八
十
一
条
の
四
第
一
項
又
は
第
八
十
一
条
の
五
第

を
「
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」

、

同
表
前
条
第
一
項
の
項
中
「
第
八
十
一
条
の

「
第
十
条
の
四
」

に
改
め
る

一
」
、

Ｉ

を
「
第
八
条

に
改
め

弓

再
任
用

○

、
一
一

一
一
一

－9－



れ
た
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

三
項
中
「
自
衛
隊
法
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
自
衛
隊
法
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
四
条
の

に
、

四
第
一
項
、
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
又
は
」
を
削
る
。

百
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
前
条
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
前
条
ま
で
及
び
附
則
第
二
項
」
と
す
る
。

（
驚
福
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替

３
第
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る

読
み
替
え
ら
れ
た
勤
務
時
間
法
第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文

の
は
、
「
）
に
、
国
家
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

「
第
四
十
四
条
の
四
第
一
項
又
は
第
四
十
四
条
の
五
第
一
項
」
を
「
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附

附
則
第
八
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
関
す
る
読
替

短
時
間
勤
務
職
員
に
対
す
る
給
与
法
附
則
第
八
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と
あ
る

則え

､畠
n

％

灘
しグ

《
1
1

二一

－ 10－



第
二
十
条
～
第
二
十
九
条
（
略
）

第
三
十
条

4151
（
特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

条
第

者
の
勤
務
時
間
を
同
項

、

に
閨
す
る
法
律

前
条
ま
で
及
び
附
則
第
四
項
」
と
す
る
。

の
適
用
を
受
け
る
場
合
に

第
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

＝

休
暇
等

第
二
十
二
条

月

児
短
時
間
勤
務
職
員
に

一

項
の
規
定
の
適
用
に

特
定
秘
密
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

に
関
す
る
法
律

の
規
定

（
平
成
三
年
法
律
第
百
九
号
）

本
文

に
よ
る
勤
務
を
し
て

お
け
る
第
二
十
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
に
つ

（
平
成
一

対に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」

-〆フ

す
る
検
察
官
の
俸
給

い
て
は
、
同
項
中

「
の
定
め
る
」
を
「
で
定
め
る
」
に
、

ハ
年
法
律
第
三
十
三

い
る
職
員
が
検
察
官

第
十
七
条
の
規
定
に

「
）
と
す
る
」

等
号
）
第
五
条
第
一

に
閨
す
る
法
律い

て
は
”
同
条
中

と
あ
る
の
は
、

の
俸
給
等

よ
り
読
み
替
え
ら
れ

（
昭
和
二
十
三
年
法
律

「
第
二
十
条
各
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
各
号

項
た
だ
し
書
の

に
関
す
る
法
律
附
則
第
五
条
第
一

､．

I
一
」

「
望 、

規
定
た
一

別
条
ま
で
」

国
家
公
務
員
の

第
七
十
六

般
職
の
職
員

に
よ
り
定
め
ら
れ

と
す
る

と
あ
る
の
は
、

号
）
附
則
第
五

’
十
Ⅷ
Ｊ
川
Ⅲ
川
Ｊ
や
ゴ
「

＝

。’ の
勤
務
時
間

月

）日項
の
規
定

山

休
業
等

た
そ
の

弓

- 11 -



ノ

１
１
１

第
三
十
一
条
（
略
）

第
Ａ
条

第
Ｂ
条

」
に
改
め
る
。

う
に
改
正
す
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
条
た
だ
し
書
中

め
る
。

（
検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

附
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
九
条
」
を
「
附
則
第
三
条
」
に
改
め
る
。

ノ
ノ
、
１
１

附
則
第
二
須
刺
斗
訓
調
判
条
第
一
項
」
を
「
附
則
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
一
罰
謂
脚
び
第
四
条
を
削
る
。

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
ょ

検
察
官
の
俸
給
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
五
号
）
の
一
《
部
を
次
の
ょ

蚕．

I

星テロ

″
〃
』
壁
李
膨
」
，
鰯
郷
織
脚
癖
○
齢
Ⅶ
″
／
、

昼
を
罰
”
ず
悲
未
恥
Ⅲ
派
塞
謝

一

奇

繩
； 炉》侭 ，

＃〃

‘薑
j

》
ト
ー

I

可

“

Ｉ

Ｐ

Ｉ

ト

ー

一

。

」

“

一

悪

に

改
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附
則
第
五
条
中
「
前
三
条
」
を
「
前
条
」
に
改
め
、
同
条
を
附
則
第
三
条
と
す
る
。

〉

伽
郷
嫁
獅
鯵
・
職
癖
狗
〃
″
＃
諏
農
緯
狸
鯵
識
棚
翻
獅
蝿
臘
，
‐
《
＃

伽
〆
フ
鐙
脚
亨
貿
＃
歩
…
ず
噸
藤
Ⅲ
〃

ﾉ，
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